
ダイヤランド区民の会 会報 号外    （2022 年 6 月 15 日） 

 

臨時総会を開催・定足数の削除を決議 

■ダイヤランド区民の会では、2022 年 5 月 29 日（日）10：00～ ダイヤランドホール 

にて、臨時総会を開催しました。 

■区民の会規約が改正され、定足数が削除されたことをご報告いたします。 

＜総会記録＞ 

１．開会        坂本会長による臨時総会の開会宣言 

２．議長選出     日高卓氏が議長に選出されました。 

３．総会成立の確認 

今回、投票用紙に記載の通り、出欠及び委任状提出の無い方は議長に一任されたものとします。

委任状の「委任しない」が正会員（世帯）の２分の１以上の場合は、臨時総会は不成立となります。

今回の正会員数は 675、定足数は 338、出席・委任合わせて 664 となり、臨時総会は成立しまし

た。 

 

４．議事 

（１）活動報告と計画 

会報２０２２年５月１日号の内容を基に活動報告と計画

の提案を行い、拍手多数により賛同が確認されました。 

（２）会計報告 

会報２０２２年５月１日号の内容を基に決算報告、監査

報告、予算案の説明を行い、拍手多数により賛同が確

認されました。 

 

 

出席者(開会時点) 36 

欠席・委任する 205 

未回収(議長一任) 423 

合 計 664 

  

欠席・委任しない 5 

無効(白票) 6 



（審議の際に出された質問） 

・質問：函南町の他の区に比べてダイヤランド区は寄付金の集まりが極端に悪い。以前から管理

費から徴収することなどを提案しているが、その件はどうなったか。 

・答：寄付は個人の意思により行われるものと考えるので、強制的に徴収することは考えていな

い。寄付の呼びかけ等は今後の検討課題の一つとする。 

・質問：暮らしの応援隊と温室の後任役員はどうなったのか。 

・答：後任はいない。応援隊は今後は区民の会とは別組織として活動する。会として配布物などに

協力する。 

 

（３）規約の改正案 

改正内容と理由の説明 

・少なくとも過去３年間、委任状・承認書の集まった数が定足数を満たしていない。 

・地域の高齢化など、今後ますます集票は困難になると考えられる。 

・定足数を満たしていない状況は規約違反であるという指摘が昨年幹事会で出され、話し合いが

続けられたが解決に至らなかった。 

・現状に即したように規約を改正しようとしても、そのための総会自体が、定足数を満たさないた

めに成立しない状態になってしまっている。 

・今後の活動を停滞させないために、４月の幹事会で「区民の会規約の改正・定足数の削除」をこ

の臨時総会に提案する決議がなされた。 

 

＜規約・第１３条（総会）＞ 

改正前「5、定足数は、正会員(世帯)の 2 分の 1 以上（委任状を含む)とする。」 

改正後「5、 削除 」 

 

改正前「6、議事は出席者の過半数により決定する。」 

改正後「6、議事は出席者の過半数（委任状を含む）により決定する。」 

 

＊審議：拍手多数により賛同が確認され、第１３条５・６は上記の通り改正されました。 

 

５．閉会                                       

以         上 

 

 

（今後、規約の基本理念を遵守しながら①現状に合い、②今後状況の変化に柔軟に対応出来る

ような規約改正を役員会・幹事会を通して検討する所存です。） 



「ダイヤランド区民の会」規 約 
2022 年 5 月 29 日施行 

「ダイヤランド区民の会」 
第 1 条（名称） 
 本会の名称は「ダイヤランド区民の会」とする。 
 
第 2 条（目的） 
 本会は、南箱根ダイヤランド（以下ダイヤランド）に

住む函南町町民およびその他の常住者（以下、あわせて

住民）が協力してダイヤランドにより良い生活環境を生

み出し、住民が安心して快適に住める条件を整え、そし

てそれらの遂行のために欠かせない建設的で良好な人間

関係を築くことを目的とする。 
 
第 3 条（会員） 
 本会の会員は正会員と準会員から成る。正会員はダイ

ヤランドに居所を持つ函南町町民（以下、町民）とし、

その他の常住者を準会員とする。原則として正会員は全

町民、準会員はその他の全常住者とするが、入会を希望

しない人はその限りでない。ただし正会員の単位は、世

帯とする。 
 なお、住民以外でも本会の目的、活動内容に賛同し入

会を希望する個人、法人があれば、役員会の決議により

賛助会員として認める場合がある。 
 
第 4 条（事務所） 
 本会の事務所はダイヤランドサービスセンターに置く 
 
第 5 条（組織） 
 ダイヤランドを 10 のブロック（地区）に分け、それ

ぞれのブロックに若干名の責任者（幹事）を置く。ブロ

ック内には小編成のグループ（班）を置く。各グループ

にはそれぞれ班長 1 名を置く。また必要に応じて副班長

を置くことができる。 
 
第 6 条（活動） 
 本会は第 2 条の目的を果たすために次の活動を行う。 
１、環境保全、整備に関すること。 
２、生活安全、衛生に関すること。 
３、防災に関すること。 
４、交通の便宜、安全に関すること。 

５、函南町の行政および行政が主催する行事に関わるこ

と。 
６、住民の福利安寧に関わるその他のこと。 
 
第 7 条（役員） 
 本会の役員として会長 1 名、副会長若干名、執行役員

若干名、監査役 1 名。また会長が必要と認めた場合、特

別委員長、顧問を置く。 
 
第 8 条（役員の選出） 
１、会長は幹事会にて推薦し、総会で選出する。 
２、監査役・特別委員長及び顧問を除く役員は、会員の

中から若干名を、幹事会にて推薦し、会長の委嘱に

よって副会長（副区長）及び執行役員若干名を選任

する。 
３、特別委員長・監査役および顧問は会長が委嘱する。 
４、会長を除く各役員は、総会の承認を必要とする。 
 
第 9 条（役員の任期） 
 会長および役員の任期は 1 年とする。ただし再任は妨

げない。 
 
第 10 条（役員の職務） 
１、会長は本会を代表し、会務を統括するとともに、函

南町ダイヤランド区の区長として区長会に出席しダ

イヤランド住民と行政との関係を緊密に保つよう努

める。 
２、副会長は、会長を補佐し、必要な場合は会長（区長）

の職務を代行する。また副会長は、執行役員を兼務

することができる。 
３、執行役員は、第 6 条に定める活動を具体的に計画立

案し、実行するための責任者として、部会を統括す

る。 
  なお部会の改廃、および新設は役員会で決定する。 
４、会計責任者は、本会の経理の適正な運用に対して責

任を負う。 
５、特別委員長は特命事項を担当する。 
 

                         
 



６、監査役は本会の経理が適正に行われているか否かを

監査し、その結果を総会に報告する。 
７、顧問は特定の職務を持たず、本会の運営全般につい

て自由に意見を述べ、提言する事が出来る。 
 
第 11 条（役員会） 
１、役員会は会長、副会長、執行役員、特別委員長、会

計責任者,監査役および顧問で構成し、会長の招集に

より必要の都度開催する。 
２、議長は会長が務める。 
３、議事は会長を含め、出席の過半数により決定する。 
 
第 12 条（幹事会・定例会） 
１、幹事会は役員及び幹事により構成し、開催時期・構

成及び運営等の詳細は役員会で立案し、幹事会にて

審議決定する。 
会長の招集により開催する。 
・幹事会で審議・決定する事項 
（１）行政よりの要請・依頼事項 

   （２）各部会よりの活動実施計画・要領及び各種

提案 
   （３）その他「区民の会」運営に関する検討課題 
  ・議事は出席者の過半数により決定する。 
  ・議長は幹事の互選により選出する。任期は１年 

 とする。 
 
２、定例会は役員・幹事及び班長で構成し、開催時期・

運営等の詳細は役員会で決定する。 
会長の招集により開催する。 
・定例会での報告連絡する事項 
（１） 区長会の報告及び行政からの連絡事項 
（２） 各部会よりの活動実施計画・要領及び提案 
（３） その他 

  ・議長は会長又は副会長が務める 
 
第 13 条（総会） 
 総会は、本会の最高意思決定機関であり、定期総会と

臨時総会がある。 
１、定期総会は毎年 3 月に会長が招集し開催する。 
２、定期総会で審議・決定する事項。 

（１）活動報告および会計報告。 
 

（２）活動の計画および予算。 
（３）役員の選任および解任。 
（４）規約の改廃。 
（５）その他役員会及び幹事会よりの提案事項。 
 

３、臨時総会は下記の場合に会長が招集し開催する。 
（１） 役員会及び幹事会で必要と認めたとき。 
（２） 正会員（世帯）3 分の 1 以上の要望があったとき 
４、議長は都度出席した正会員の中から選出する。 
５、削除 
６、議事は出席者の過半数（委任状を含む）により決定

する。 
７、準会員および賛助会員は、出席できるが議決権は有

しない。 
 
第 14 条（会費） 
 会員から会費を必要に応じて徴収する場合、役員会・

幹事会及び定例会において、その目的と徴収金額、徴収

方法等の詳細に関し審議の上、過半数の賛成で発議し、

総会において 3 分の 2 以上の賛成を必要とする。 
 
第 15 条（経費） 
 本会の運営に必要な経費は、サービスセンターよりの

業務委託費、寄付金、助成金その他により賄う。 
 
第 16 条（会計年度） 
 本会の会計年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日

までとする。 
 
第 17 条（規約の改廃） 
 本会の規約改正は、役員会および定例会で発議し  

総会において、過半数の賛成で成立する。 
 
第 18 条（付則） 
 本規約は平成 26 年 4 月 1 日から実施する。 
  2022 年(令和 4 年) 5 月 29 日一部改正した。 
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